
人生のリスクの一つに失業がある｡ 失業して

も食費や住宅費､ 子どもの教育費はかかるので､

金銭的に困窮することが起こりうる｡ 日本でも

完全失業率が５％前後で高止まりする今日､ 国

による失業時の生活保障と再就職支援は､ 国民

の関心事であると言ってよい｡

日本の完全失業率は､ 1953年から1994年まで

１～２％台で推移してきた (総務省 ｢労働力調

査｣)｡ 安定した雇用と成長する経済がもたらす

賃金上昇や企業福祉の充実が､ 国の社会保障の

一部を事実上肩代わりしており､ これが欧米諸

国と比較したときの日本の特徴だった｡

周知のように､ 最近では状況が変化している｡

厚生労働省の 『2002～2003年 海外情勢報告』

は､ 失業から再就職に向けての生活を国が支援

していくための､ 諸外国の制度を特集した｡ 同

省は2005年度を目途に生活保護制度を見直す方

針だが､ 社会保障の諸制度をトータルな視点で

とらえた上での見直しが求められている｡ また､

若年層の就業形態として増大しているフリーター

の生活保障は､ 実際には親の援助による部分が

大きいと思われるが､ 親が老齢になってもそれ

は可能なのか等､ 雇用構造の変化との関係で､

考えるべきことは多い｡

本稿では､ OECDの Benefits and Wages -

OECD Indicators (『給付と賃金：OECDの指標』)

Copyright OECD 2002から､ OECDの許可を

得て､ 失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 制度 (政

府による現金支給や税額控除(１) など) に関する一

覧表を訳出し､ 簡単な説明を付した(２)｡ 給付

制度に関するデータは､ OECDの教育・雇用・

労働・社会問題局の社会政策調査会に各国代表

が提出した1999年７月１日時点の国別情報に基

づいており､ その後の改正は反映されていない｡

また､ 一覧表の形式であるため､ 記述が不十分

な点や､ 詳細な事項について区分が困難な点な

どもあるが､ 諸外国の関係制度を俯瞰する上で､

一つの目安として役立つものと思われる｡
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� 税額控除 (tax credit) とは､ 一定の要件に該当する場合に､ 課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額

から､ 一定の金額を控除するというものである (例えば日本では､ 配当控除､ 住宅借入金等特別控除などがこれ

に当たる)｡ 英米などでは､ 控除額が所得税額を上回り､ 税の還付 (実際には給付) が行われることがある｡ な

お､ 以上の税額控除が所得税額 (税金) から差し引かれる金額であるのに対し､ 税率を掛けて税金を算出する前

に､ 所得金額から差し引かれるのが所得控除 (tax deduction, tax allowance) である (例えば日本では､ 扶養

控除､ 医療費控除､ 生命保険料控除などがこれに当たる)｡

� 次ページからの表で､ 表のタイトルの後の ( ) 内の部分は､ 筆者の付した説明である｡



表
１

.
主
要
な
給
付
(生
活
保
障
関
連
｢給
付
｣
と
し
て
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡
詳
細
は
表
２
～

10
を
参
照
｡)
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失
業
保
険

(→
表
２
)

失
業
扶
助

(→
表
３
)

社
会
扶
助

(→
表
４
)

住
宅
給
付

(→
表
５
)

家
族
給
付

(資
産
調
査
な
し
)

(→
表
６
)

家
族
給
付

(資
産
調
査
あ
り
)

(→
表
６
)

保
育
料
を
補
填
す

る
た
め
の
給
付

(→
表
７
)

家
庭
で
の
保
育
に

対
す
る
給
付

(→
表
７
)

ひ
と
り
親
給
付

(→
表
８
)

就
労
を
条
件
と

す
る
給
付
・
税
額

控
除
(→
表
９
)

失
業
保
険
へ
の

所
得
課
税

(→
表
10
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

×
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×

オ
ー
ス
ト
リ
ア

○
○

○
○

○
×

×
×

×
×

×

ベ
ル
ギ
ー

○
×

○
○

○
×

○
×

×
×

○

カ
ナ
ダ

○
×

○
○

×
○

○
×

○
○

○

チ
ェ
コ

○
×

○
○

×
○

×
○

○
×

×

デ
ン
マ
ー
ク

○
×

○
○

○
×

○
×

○
×

○

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

○
○

○
○

○
×

○
×

○
×

○

フ
ラ
ン
ス

○
○

○
○

○
×

○
○

○
×

○

ド
イ
ツ

○
○

○
○

○
×

○
○

○
×

×

ギ
リ
シ
ャ

○
○

×
○

×
○

×
×

×
×

○

ハ
ン
ガ
リ
ー

○
○

○
○

○
×

×
○

○
×

○

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

○
×

○
○

×
○

×
×

○
×

○

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

○
○

○
○

○
×

×
×

○
○

○

イ
タ
リ
ア

○
×

○
○

×
○

×
○

×
×

○

日
本

○
×

○
○

×
○

○
×

○
×

×

韓
国

○
×

○
×

×
×

×
×

×
×

×

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

○
×

○
○

○
×

×
○

○
×

○

オ
ラ
ン
ダ

○
○

○
○

○
×

○
×

○
×

○

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

×
○

×
○

×
○

○
×

○
○

×

ノ
ル
ウ
ェ
ー

○
×

○
○

○
×

○
×

○
×

○

ポ
ー
ラ
ン
ド

○
×

○
○

×
○

×
○

×
×

○

ポ
ル
ト
ガ
ル

○
○

×
○

○
×

×
×

×
×

×

ス
ロ
バ
キ
ア

○
×

○
○

×
○

×
○

×
×

×

ス
ペ
イ
ン

○
○

○
×

×
○

×
×

○
×

○

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

○
○

○
○

○
×

○
×

○
×

○

ス
イ
ス

○
×

○
○

○
×

×
×

×
×

○

イ
ギ
リ
ス

○
○

○
○

○
×

○
×

×
○

○

ア
メ
リ
カ

○
×

○
○

×
○

○
×

×
○

○

(出
典
)
O
E
C
D
,

op
.c

it
.,
p
.1
0,
T
a
b
le
2.
1.

原
注
：
失
業
扶
助
・
社
会
扶
助
等
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
カ
ナ
ダ
の
家
族
給
付
は
税
額
控
除
｡
イ
タ
リ
ア
で
は
社
会
扶
助
は
試
行
段
階
で
､
家
賃
の
た
め
の
税
額
控
除
が
利
用
可
能
｡
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表
２

.
失
業
保
険
(日
本
で
は
雇
用
保
険
が
こ
れ
に
相
当
す
る
｡)

58

受
給
資
格
(被
保
険
者
と
し
て
の
雇
用
期
間
・
保
険
料
の
拠
出
期
間
)

待
機
期
間

支
給
額
(従
前
の
総
稼
得
賃
金
に
占
め
る
割
合
)

最
低
額

(年
､
米
ド
ル
)

最
高
額

(年
､
米
ド
ル
)

支
給
期
間

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
－

－
－

－
－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

直
近
２
年
の
う
ち
１
年

－
56
％

1,
57
1

12
,6
43

10
ヵ
月

ベ
ル
ギ
ー

直
近
18
ヵ
月
の
う
ち
31
2日
～
３
年
の
う
ち
62
4日

(年
齢
に
よ
る
)

－
60
％
(２
年
目
か
ら
は
43
％
)

7,
41
5

10
,1
08

制
限
な
し

カ
ナ
ダ

直
近
１
年
の
う
ち
42
0労
働
時
間

２
週

55
％

－
18
,3
43

11
ヵ
月

チ
ェ
コ

直
近
３
年
の
う
ち
12
ヵ
月

７
日

50
％
(４
ヵ
月
目
か
ら
は
40
％
)

－
7,
57
0

６
ヵ
月

デ
ン
マ
ー
ク

直
近
３
年
の
う
ち
52
週

－
90
％

－
16
,8
30

60
ヵ
月

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

直
近
２
年
の
う
ち
43
週

７
日

90
％

5,
11
9

－
25
ヵ
月

フ
ラ
ン
ス

直
近
８
ヵ
月
の
う
ち
４
ヵ
月

８
日

75
％

8,
21
4

60
,1
84

60
ヵ
月

ド
イ
ツ

直
近
３
年
の
う
ち
12
ヵ
月

－
60
％

－
30
,8
90

12
ヵ
月

ギ
リ
シ
ャ

直
近
14
ヵ
月
の
う
ち
12
5日

６
日

40
％

－
9,
97
0

12
ヵ
月

ハ
ン
ガ
リ
ー

直
近
４
年
の
う
ち
12
ヵ
月

－
65
％

1,
64
5

3,
29
1

12
ヵ
月

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

直
近
１
年
の
う
ち
10
週

－
定
額

2,
17
7

8,
70
9

60
ヵ
月

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

直
近
１
年
の
う
ち
39
週

３
日

定
額

5,
27
1

－
15
ヵ
月

イ
タ
リ
ア

直
近
２
年
の
う
ち
52
週

７
日

80
％

－
12
,8
37

６
ヵ
月

日
本

直
近
１
年
の
う
ち
６
ヵ
月

７
日

80
％

－
20
,2
09

10
ヵ
月

韓
国

直
近
18
ヵ
月
の
う
ち
12
ヵ
月

14
日

定
額

4,
84
8

16
,7
98

７
ヵ
月

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

直
近
１
年
の
う
ち
26
週

－
80
％

－
34
,6
58

12
ヵ
月

オ
ラ
ン
ダ

直
近
39
週
の
う
ち
26
週

－
70
％

9,
92
2

28
,5
03

60
ヵ
月

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
－

－
－

－
－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

－
３
日

62
.4
％

－
18
,5
15

36
ヵ
月

ポ
ー
ラ
ン
ド

直
近
18
ヵ
月
の
う
ち
36
5日

１
日

定
額

2,
57
0

－
18
ヵ
月

ポ
ル
ト
ガ
ル

直
近
２
年
の
う
ち
54
0日

－
65
％

5,
71
4

11
,1
41

30
ヵ
月

ス
ロ
バ
キ
ア

直
近
３
年
の
う
ち
24
ヵ
月

－
60
％
(４
ヵ
月
目
か
ら
は
50
％
)

－
8,
36
9

９
ヵ
月

ス
ペ
イ
ン

直
近
６
年
の
う
ち
12
ヵ
月

－
70
％
(７
ヵ
月
目
か
ら
は
60
％
)

5,
57
6

12
,6
38

24
ヵ
月

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

直
近
１
年
の
う
ち
６
ヵ
月

５
日

80
％

6,
38
3

15
,4
26

15
ヵ
月

ス
イ
ス

直
近
２
年
の
う
ち
６
ヵ
月

５
日

70
％

－
35
,8
61

７
ヵ
月

イ
ギ
リ
ス

２
年
(訳
注
：
前
掲
厚
労
省
p
.4
14
で
は
､
直
近
２
年
の
う
ち
１
年
)

３
日

定
額

－
4,
08
4

６
ヵ
月

ア
メ
リ
カ

６
ヵ
月
(州
に
よ
っ
て
は
従
前
の
稼
得
賃
金
の
下
限
要
件
あ
り
)

－
50
％

4,
52
4

15
,6
00

６
ヵ
月

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.1
2,
T
a
b
le
2.
2.

原
注
：
支
給
額
は
チ
ェ
コ
と
ド
イ
ツ
の
み
従
前
の
手
取
り
所
得
に
占
め
る
割
合
｡
米
ド
ル
は
19
99
年
の
購
買
力
平
価
換
算
(チ
ェ
コ
の
み
19
98
年
､
以
下
の
表
で
も
同
様
)｡

訳
注
：
以
下
を
想
定
｡
40
歳
の
失
業
者
､
単
身
､
子
ど
も
な
し
､
18
年
の
雇
用
記
録
あ
り
､
従
前
の
稼
得
賃
金
は
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
(I

b
id
.,
p
.1
1)
｡
以
下
の
表
３
で
も
同
じ
｡

各
国
通
貨
で
の
表
記
は
省
略
(以
下
の
表
で
も
同
じ
)｡
以
下
の
表
で
､
出
典
に
各
国
通
貨
で
の
表
記
は
あ
る
が
米
ド
ル
表
記
が
な
い
場
合
に
は
､
筆
者
が
同
書
の
レ
ー
ト
で
米
ド
ル
換
算
し
た
｡
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表
３

.
失
業
扶
助
(失
業
保
険
の
受
給
期
間
が
終
了
し
た
者
や
保
険
料
未
納
者
な
ど
に
対
し
国
庫
か
ら
支
給
さ
れ
る
｡
日
本
に
は
な
い
｡)

59

支
給
要
件
(被
保
険
者
と
し
て
の
雇
用
期
間
)

所
得
又
は
資
産
の
調
査

待
機
期
間

支
給
期
間

支
給
額

最
低
額

(年
､
米
ド
ル
)

最
高
額

(年
､
米
ド
ル
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
家
族
､
所
得
､
資
産

７
日

制
限
な
し

定
額

－
6,
55
9

オ
ー
ス
ト
リ
ア

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了

家
族
､
所
得

－
制
限
な
し

失
業
保
険
の
92
％

1,
44
6

11
,6
32

ベ
ル
ギ
ー

－
－

－
－

－
－

－

カ
ナ
ダ

－
－

－
－

－
－

－

チ
ェ
コ

－
－

－
－

－
－

－

デ
ン
マ
ー
ク

－
－

－
－

－
－

－

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

－
家
族
､
所
得

５
日

制
限
な
し

定
額

5,
11
9

－

フ
ラ
ン
ス

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了
及
び
直
近
10
年
の
う
ち
５
年

家
族
､
所
得

－
制
限
な
し

定
額

－
4,
47
9

ド
イ
ツ

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了

家
族
､
所
得

－
制
限
な
し

従
前
の
手
取
り
所
得
の
53
％

－
27
,2
86

ギ
リ
シ
ャ

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了
又
は
2.
4ヵ
月
の
雇
用
記
録

家
族
､
所
得

－
－

失
業
保
険
の
17
％

－
1,
69
5

ハ
ン
ガ
リ
ー

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了

本
人
､
所
得

－
24
ヵ
月

老
齢
年
金
の
80
％

11
9

1,
17
0

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

－
－

－
－

－
－

－

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

－
家
族
､
所
得
､
資
産

３
日

制
限
な
し

定
額

5,
16
3

－

イ
タ
リ
ア

－
－

－
－

－
－

－

日
本

－
－

－
－

－
－

－

韓
国

－
－

－
－

－
－

－

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

－
－

－
－

－
－

－

オ
ラ
ン
ダ

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了

本
人
､
就
労

－
24
ヵ
月

定
額

9,
92
2

－

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
家
族
､
所
得

７
～
70
日

制
限
な
し

定
額

5,
69
8

－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

－
－

－
－

－
－

－

ポ
ー
ラ
ン
ド

－
－

－
－

－
－

－

ポ
ル
ト
ガ
ル

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了
又
は
直
近
１
年
の
う
ち
18
0日

本
人
､
所
得

－
24
ヵ
月

定
額

4,
57
1

－

ス
ロ
バ
キ
ア

－
－

－
－

－
－

－

ス
ペ
イ
ン

失
業
保
険
の
受
給
期
間
終
了
又
は
６
(又
は
３
)
ヵ
月
の
就
労

家
族
､
所
得

－
18
ヵ
月

定
額

5,
57
6

－

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

６
ヵ
月
の
就
労
(場
合
に
よ
っ
て
は
要
件
な
し
)

本
人
､
就
労

５
日

15
ヵ
月

定
額

6,
38
3

－

ス
イ
ス

－
－

－
－

－
－

－

イ
ギ
リ
ス

－
家
族
､
所
得
､
資
産

－
制
限
な
し

定
額

4,
08
4

－

ア
メ
リ
カ

－
－

－
－

－
－

－

(出
典
)

Ib
id

.,
p
.1
5,
T
a
b
le
2.
3.

原
注
：
｢所
得
又
は
資
産
の
調
査
｣
の
｢家
族
｣
は
全
家
族
の
所
得
を
､
｢本
人
｣
は
受
給
者
の
所
得
の
み
を
調
査
の
対
象
と
す
る
｡
｢所
得
｣
は
所
得
の
み
の
調
査
､
｢資
産
｣
は
一
定
以
上
の
資
産
も
含
む
｡
｢就
労
｣
は
一
定
限
度
な
ら
就
労
可
｡
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表
４

.
社
会
扶
助
(公
的
扶
助
と
も
呼
ば
れ
る
｡
資
産
調
査
を
伴
っ
て
国
庫
又
は
地
方
財
源
か
ら
支
給
さ
れ
る
最
低
生
活
保
障
の
た
め
の
給
付
で
あ
る
｡
日
本
で
は
生
活
保
護
が
こ
れ
に
相
当
す
る
が
､
受
給
者
数
の
対
人
口
比
は
欧
米

諸
国
の

10
分
の
１
か
ら
数
分
の
１
程
度
で
あ
る
｡)

60

社
会
扶
助
の
最
高
月
額
(米
ド
ル
)

社
会
扶
助
受
給
下
で
の
手
取
り
所
得
の
最
高
月
額
(米
ド
ル
)

単
身
者

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

額
の
決
定

単
身
者

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
－

－
－

－
－

－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

40
2

45
7

28
9

地
方
が
決
定
｡
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
裁
量
｡

40
2

79
8

63
1

ベ
ル
ギ
ー

57
5

76
7

76
7

国
57
5

1,
06
7

1,
06
7

カ
ナ
ダ

44
4

98
2

88
7

地
方

44
4

1,
30
9

1,
21
5

チ
ェ
コ

25
2

62
1

54
1

国
28
8

75
6

66
3

デ
ン
マ
ー
ク

82
5

1,
38
0

1,
10
1

国
90
0

1,
50
2

1,
57
4

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

44
8

82
7

32
1

国
の
平
均

70
2

1,
33
8

1,
10
5

フ
ラ
ン
ス

33
2

23
1

13
4

国
33
2

66
0

56
8

ド
イ
ツ

27
6

77
2

79
9

国
56
5

1,
28
4

1,
26
4

ギ
リ
シ
ャ

－
－

－
－

－
－

－

ハ
ン
ガ
リ
ー

10
7

10
7

10
7

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

11
7

21
0

22
4

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

62
7

1,
12
9

58
4

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

73
2

1,
74
7

1,
08
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

43
0

84
5

30
3

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

76
7

1,
27
7

1,
01
9

イ
タ
リ
ア

34
5

54
6

55
0

地
方

34
5

85
0

77
4

日
本

61
4

1,
34
0

1,
05
5

地
方

61
4

1,
34
0

1,
35
4

韓
国

12
3

38
9

32
7

国
12
3

38
9

32
7

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

82
3

1,
38
4

97
3

国
88
1

1,
77
9

1,
38
7

オ
ラ
ン
ダ

70
5

1,
00
7

90
6

国
96
2

1,
42
9

1,
32
9

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
－

－
－

－
－

－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

50
8

98
3

0
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
裁
量

71
5

1,
24
9

1,
21
9

ポ
ー
ラ
ン
ド

14
4

40
9

27
6

国
20
9

51
3

37
9

ポ
ル
ト
ガ
ル

－
－

－
－

－
－

－

ス
ロ
バ
キ
ア

23
2

60
3

44
1

国
23
2

60
3

44
1

ス
ペ
イ
ン

31
0

52
6

46
5

地
方

31
0

54
7

48
8

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

67
3

81
3

37
5

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

67
3

1,
17
8

98
0

ス
イ
ス

58
5

1,
29
7

1,
13
6

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1,
11
4

1,
82
6

1,
66
5

イ
ギ
リ
ス

34
1

95
6

77
5

国
79
3

1,
56
9

1,
38
7

ア
メ
リ
カ

12
5

98
2

78
8

地
方

12
5

98
2

78
8

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.2
3,
T
a
b
el
2.
9,
p
.2
4,
T
a
b
le
2.
10
.

原
注
：
イ
タ
リ
ア
の
社
会
扶
助
は
試
行
段
階
で
､
39
の
自
治
体
の
み
が
関
与
｡
ア
メ
リ
カ
の
額
は
貧
困
家
庭
一
時
扶
助
(T
A
N
F
)
と
食
料
ス
タ
ン
プ
(食
券
の
現
物
給
付
)
を
含
む
｡

訳
注
：
手
取
り
所
得
の
最
高
月
額
は
､
社
会
扶
助
の
ほ
か
､
家
族
給
付
､
住
宅
給
付
､
ひ
と
り
親
給
付
及
び
税
制
上
の
控
除
を
含
め
て
算
出
し
て
い
る
(I

b
id
.,
p
p
.2
2-
23
)｡

日
本
の
生
活
保
護
で
は
､
厚
生
労
働
大
臣
が
保
護
基
準
を
定
め
､
都
道
府
県
や
市
町
村
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
が
､
実
際
の
保
護
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
｡
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
５

.
住
宅
給
付
(会
社
で
は
な
く
政
府
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
｡
資
産
調
査
や
所
得
調
査
を
伴
う
一
般
的
な
家
賃
の
補
助
と
､
社
会
扶
助
に
お
け
る
住
宅
関
連
の
追
加
支
給
が
あ
る
｡
前
者
は
日
本
に
は
な
い
｡
政
府
に
よ
る
住
宅
の

直
接
供
給
に
つ
い
て
は
､
こ
こ
で
は
言
及
し
て
い
な
い
｡)

61

通
常
の
住
宅
給
付

社
会
扶
助
に
お
け
る
住
宅
費
の
た
め
の
措
置

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
定
額
を
超
え
る
家
賃
の
75
％
､
上
限
あ
り
(一
定
額
と
上
限
は
家
族
形
態
に
よ
る
)｡

－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

地
方
に
よ
り
異
な
る
｡

－

ベ
ル
ギ
ー

一
般
的
な
制
度
は
な
い
｡
低
所
得
家
庭
向
け
の
低
家
賃
の
公
共
住
宅
と
､
住
宅
購
入
支
援
制
度
が
あ
る
｡

－

カ
ナ
ダ

－
社
会
扶
助
は
､
住
宅
費
を
補
填
す
る
た
め
の
援
助
を
行
う
(地
方
で
決
定
)｡

チ
ェ
コ

(家
族
形
態
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
)
推
定
家
賃
と
(家
族
の
所
得
及
び
形
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
)
分

担
金
と
の
差
額
｡

－

デ
ン
マ
ー
ク

｢自
己
負
担
分
｣
(制
限
は
あ
る
が
所
得
の
16
～
27
％
)
を
超
え
る
家
賃
の
75
％
､
上
限
あ
り
｡

一
定
額
(家
族
形
態
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
)
を
超
え
る
家
賃
は
､
左
記
の
住
宅
給
付
分
を
差
し
引
い
た
後
､

社
会
扶
助
の
支
給
額
に
追
加
さ
れ
る
｡

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

｢限
度
額
｣
(家
族
形
態
､
所
得
及
び
地
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
)
を
超
え
る
家
賃
(制
限
あ
り
)
の
80
％
｡

左
記
の
住
宅
給
付
を
超
え
る
家
賃
の
93
％
は
､
社
会
扶
助
の
支
給
額
に
追
加
さ
れ
る
｡

フ
ラ
ン
ス

率
は
､
家
族
形
態
､
所
得
及
び
家
賃
に
よ
っ
て
決
ま
る
｡

－

ド
イ
ツ

率
は
､
家
族
形
態
､
所
得
及
び
家
賃
に
よ
っ
て
決
ま
る
｡

左
記
の
住
宅
給
付
を
超
え
る
家
賃
は
社
会
扶
助
の
支
給
額
に
追
加
さ
れ
る
｡

ギ
リ
シ
ャ

一
般
的
な
制
度
は
な
い
｡
所
得
控
除
：
家
賃
の
30
％
(最
高
で
1,
25
5米
ド
ル
､
全
所
得
控
除
の
15
％
ま
で
)｡

－

ハ
ン
ガ
リ
ー

受
給
資
格
は
､
所
得
､
家
族
規
模
及
び
家
賃
に
よ
っ
て
決
ま
る
｡
額
は
地
方
自
治
体
が
定
め
る
(最
低
で
月

10
米
ド
ル
)｡

－

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

額
は
､
所
得
､
家
族
形
態
及
び
家
賃
に
よ
る
(最
高
で
家
賃
の
50
％
､
月
24
6米
ド
ル
ま
で
)｡

－

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

－
週
8米
ド
ル
を
超
え
る
家
賃
(た
だ
し
､
他
の
全
て
の
所
得
よ
り
少
な
い
)
は
､
社
会
扶
助
の
支
給
額
に
追
加

可
能
｡
実
際
に
は
､
受
給
者
は
非
常
に
少
な
い
｡

イ
タ
リ
ア

家
賃
の
税
額
控
除
(非
払
戻
型
､
資
産
調
査
あ
り
)｡
特
別
の
場
合
に
は
他
の
補
助
金
あ
り
｡

－

日
本

－
社
会
扶
助
の
一
部
と
し
て
家
賃
は
一
定
額
ま
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
(月
82
米
ド
ル
)｡

韓
国

－
－

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

－
家
賃
が
社
会
扶
助
の
支
給
額
の
10
％
を
超
え
る
こ
と
(月
12
3米
ド
ル
ま
で
)
は
､
社
会
扶
助
の
少
な
く
と
も

一
部
の
受
給
要
件
と
な
っ
て
い
る
｡

オ
ラ
ン
ダ

額
は
､
所
得
､
家
族
形
態
及
び
家
賃
に
よ
る
｡

－

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

失
業
給
付
の
基
準
支
給
額
の
25
％
を
超
え
る
家
賃
の
う
ち
70
％
､
地
方
に
よ
り
調
整
｡

－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

額
は
､
所
得
､
家
族
形
態
及
び
家
賃
に
よ
る
｡
平
均
で
月
13
7米
ド
ル
｡

－

ポ
ー
ラ
ン
ド

一
覧
化
さ
れ
た
基
準
費
用
を
超
え
る
家
賃
｡
平
均
で
月
65
米
ド
ル
｡

－

ポ
ル
ト
ガ
ル

－
緊
急
の
必
要
が
あ
る
者
(総
所
得
の
30
％
を
喪
失
､
又
は
所
得
が
月
18
3米
ド
ル
未
満
)
は
､
社
会
扶
助
に
追

加
可
能
｡

ス
ロ
バ
キ
ア

－
住
宅
費
は
社
会
扶
助
の
支
給
基
準
額
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

ス
ペ
イ
ン

－
－

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

額
は
､
所
得
､
年
齢
､
家
族
形
態
及
び
家
賃
に
よ
る
｡

左
記
の
住
宅
給
付
を
超
え
る
家
賃
は
社
会
扶
助
の
支
給
額
に
追
加
さ
れ
る
｡

ス
イ
ス

一
般
的
な
制
度
は
な
い
｡
い
く
つ
か
の
地
方
で
は
支
給
を
行
っ
て
い
る
｡

住
宅
費
は
社
会
扶
助
の
支
給
額
に
追
加
さ
れ
る
｡
上
限
あ
り
｡
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表
６

.
家
族
給
付
(主
に
独
立
前
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に
支
給
さ
れ
る
｡
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
子
ど
も
１
人
当
た
り
の
定
額
で
支
給
さ
れ
､
支
給
は
失
業
時
に
限
ら
な
い
｡
日
本
で
は
児
童
手
当
が
こ
れ
に
相
当
す
る
が
､
現
在
の
対

象
年
齢
は
義
務
教
育
就
学
前
ま
で
で
あ
る
｡
対
象
年
齢
を
小
学
校
第
３
学
年
修
了
ま
で
に
引
き
上
げ
る
児
童
手
当
法
改
正
案
が
､
平
成

16
年
の
第

15
9回
国
会
(常
会
)
に
提
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
｡
他
の
国
で

は
失
業
保
険
や
失
業
扶
助
に
お
い
て
､
扶
養
家
族
の
た
め
の
追
加
支
給
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡)

62

イ
ギ
リ
ス

純
資
産
と
(家
族
形
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
)
社
会
扶
助
適
用
額
と
の
差
額
の
65
％
を
家
賃
か
ら
引
い
た

額
｡

社
会
扶
助
受
給
者
の
家
族
の
資
産
が
4,
58
4米
ド
ル
未
満
の
場
合
､
家
賃
の
10
0％
を
カ
バ
ー
｡
資
産
が
4,
58
4

～
24
,4
49
米
ド
ル
の
場
合
､
左
記
の
住
宅
給
付
は
減
額
｡

ア
メ
リ
カ

一
般
的
な
制
度
は
な
い
｡
い
く
つ
か
の
州
に
は
住
宅
補
助
が
あ
る
｡

家
賃
(手
取
り
所
得
の
50
％
超
で
月
27
5米
ド
ル
以
下
の
場
合
)
は
､
食
料
ス
タ
ン
プ
の
際
の
資
産
調
査
に
含

ま
れ
る
｡

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.1
8,
T
a
b
le
2.
5.

訳
注
：
住
宅
費
は
､
一
律
､
各
国
の
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
稼
得
賃
金
水
準
の
20
％
と
想
定
(I

b
id
.,
p
p
.1
3-
14
)｡

第
１
子

(年
額
､
米
ド
ル
)

第
２
子
以
降
､
備
考

資
産
調
査

失
業
保
険
又
は
失
業
扶
助
で
の
追
加
措
置

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

1,
83
5

第
２
子
は
左
記
と
同
額
｡
第
３
子
以
降
は
２
週
に
つ
き
６
米
ド
ル
追
加
｡
子
ど
も
の
年
齢
に
も
よ
る
｡

あ
り

－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

1,
47
9

10
歳
以
上
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
額
｡
10
歳
未
満
は
そ
れ
ぞ
れ
1,
25
8米
ド
ル
｡

－
失
業
保
険
及
び
失
業
扶
助
：
扶
養
家
族
に
そ
れ
ぞ
れ
追
加
(失
業
保
険
で
月

49
米
ド
ル
)｡

ベ
ル
ギ
ー

1,
36
8

第
２
子
及
び
第
３
子
は
増
額
(第
４
子
以
降
は
第
３
子
と
同
じ
)｡

－
失
業
７
ヵ
月
目
か
ら
児
童
手
当
が
増
額
｡

カ
ナ
ダ

94
3

払
戻
型
の
税
額
控
除
：
子
ど
も
１
人
に
つ
き
左
記
の
額
｡
７
歳
未
満
は
そ
れ
ぞ
れ
18
7米
ド
ル
追
加
｡
第
３
子

以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
66
米
ド
ル
追
加
｡

あ
り

－

チ
ェ
コ

57
9

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
と
同
額
｡
年
齢
と
と
も
に
増
額
｡

あ
り

－

デ
ン
マ
ー
ク

1,
19
6

子
ど
も
の
年
齢
に
よ
る
｡

－
－

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

1,
01
5

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
増
額
｡

－
失
業
保
険
及
び
失
業
扶
助
：
子
ど
も
の
た
め
の
追
加
(失
業
保
険
で
第
１
子

に
98
7米
ド
ル
)｡

フ
ラ
ン
ス

－
第
１
子
に
は
支
給
な
し
｡
子
ど
も
２
人
で
1,
23
9米
ド
ル
｡
第
３
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
1,
58
5米
ド
ル
｡

(訳
注
：
た
だ
し
､
乳
幼
児
手
当
等
､
他
の
子
育
て
支
援
策
は
充
実
｡)

－
－

ド
イ
ツ

1,
51
4

税
の
還
付
｡
又
は
納
税
義
務
が
な
い
場
合
に
は
､
社
会
保
障
給
付
(第
２
子
は
左
記
と
同
額
､
第
３
子
は
1,
81
7

米
ド
ル
､
第
４
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
2,
12
0米
ド
ル
)｡

－
子
ど
も
が
い
る
場
合
､
失
業
保
険
の
支
給
額
が
７
％
増
加
､
失
業
扶
助
は
４

％
増
加
｡

ギ
リ
シ
ャ

10
0

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
増
額
｡
19
82
年
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
50
米
ド
ル
｡

あ
り

配
偶
者
が
い
る
場
合
､
失
業
保
険
が
10
％
増
加
(就
労
の
有
無
を
問
わ
な
い
)｡

ハ
ン
ガ
リ
ー

45
3

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
増
額
｡

－
－

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

1,
22
9

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
1,
46
3米
ド
ル
｡
７
歳
未
満
は
そ
れ
ぞ
れ
36
2米
ド
ル
追
加
｡

あ
り

失
業
保
険
：
子
ど
も
１
人
に
つ
き
１
日
1.
34
米
ド
ル
｡

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

57
0

第
２
子
は
左
記
と
同
額
｡
第
3子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
76
0米
ド
ル
｡

－
失
業
保
険
及
び
失
業
扶
助
：
扶
養
家
族
に
そ
れ
ぞ
れ
追
加
(失
業
保
険
で
子

ど
も
１
人
に
つ
き
年
に
94
5.
0米
ド
ル
､
配
偶
者
は
30
92
.9
米
ド
ル
)｡

イ
タ
リ
ア

1,
89
8

扶
養
家
族
が
増
え
る
に
つ
き
､
そ
れ
ぞ
れ
増
額
(額
は
家
族
形
態
に
よ
る
)｡

あ
り

－

日
本

38
0

第
２
子
は
左
記
と
同
額
｡
第
３
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
倍
額
｡
た
だ
し
､
支
給
は
３
歳
未
満
に
対
し
て
の
み
｡

(訳
注
：
20
00
年
６
月
か
ら
､
義
務
教
育
就
学
前
ま
で
延
長
｡)

あ
り

－

韓
国

－
－

－
－

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

1,
58
8

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
増
額
｡
第
４
子
以
降
は
3,
35
6米
ド
ル
追
加
｡
６
～
11
歳
は
そ
れ
ぞ
れ
16
2米
ド
ル
追

加
｡
12
歳
以
上
は
そ
れ
ぞ
れ
48
7米
ド
ル
追
加
｡

－
子
ど
も
が
い
る
場
合
､
失
業
保
険
の
支
給
額
が
５
％
増
加
｡

オ
ラ
ン
ダ

64
7

子
ど
も
の
数
と
年
齢
に
伴
い
増
額
｡

－
－
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
７

.
保
育
給
付
(保
育
料
を
補
填
す
る
た
め
の
給
付
と
､
家
庭
で
の
保
育
に
対
す
る
給
付
が
あ
る
｡
前
者
は
､
子
ど
も
を
保
育
所
に
預
け
て
い
る
親
の
料
金
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
｡
後
者
は
､
非
就
労
又
は
パ
ー
ト

タ
イ
ム
就
労
を
条
件
と
す
る
｡
両
者
の
う
ち
､
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
て
い
る
国
が
多
い
｡
保
育
の
現
物
給
付
や
､
地
方
自
治
体
に
よ
る
各
種
の
保
育
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
､
こ
こ
で
は
言
及
し
て
い
な

い
｡
日
本
の
場
合
､
各
世
帯
は
所
得
に
応
じ
て
保
育
所
料
金
を
支
払
っ
て
い
る
が
､
以
下
の
表
で
は
､
こ
れ
も
保
育
料
負
担
の
軽
減
措
置
と
し
て
､
｢保
育
料
を
補
填
す
る
た
め
の
給
付
｣
に
含
め
ら
れ
て
い
る
｡)

63

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

1,
53
9

０
～
15
歳
の
第
１
子
が
左
記
の
額
｡
16
～
18
歳
の
第
１
子
は
1,
96
5米
ド
ル
｡
第
２
子
以
降
は
年
齢
に
よ
り
､

そ
れ
ぞ
れ
1,
04
8～
1,
96
5米
ド
ル
｡

あ
り

失
業
扶
助
の
支
給
額
は
家
族
形
態
に
よ
る
｡

ノ
ル
ウ
ェ
ー

1,
17
0

第
２
子
は
左
記
と
同
額
｡
第
３
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
1,
37
9米
ド
ル
｡

－
失
業
保
険
：
子
ど
も
１
人
に
つ
き
１
日
1.
8米
ド
ル
｡

ポ
ー
ラ
ン
ド

23
1

第
１
子
と
第
２
子
に
対
し
て
左
記
の
額
｡
第
３
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
増
額
｡

あ
り

－

ポ
ル
ト
ガ
ル

41
2

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
と
同
額
｡
家
族
の
所
得
に
も
よ
る
｡

－
扶
養
家
族
が
い
る
場
合
､
失
業
扶
助
は
増
額
｡

ス
ロ
バ
キ
ア

55
1

６
歳
未
満
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
額
｡
６
～
15
歳
は
そ
れ
ぞ
れ
68
0米
ド
ル
｡
15
歳
以
上
は
そ
れ
ぞ
れ
72
3米
ド
ル
｡

あ
り

－

ス
ペ
イ
ン

27
6

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
と
同
額
｡
一
般
の
所
得
控
除
も
あ
る
｡

あ
り

子
ど
も
が
い
る
場
合
､
失
業
保
険
の
支
給
額
が
25
％
増
加
｡

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

92
1

第
３
子
は
24
6米
ド
ル
追
加
｡
第
４
子
は
73
7米
ド
ル
追
加
｡
第
５
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
92
1米
ド
ル
追
加
｡

－
－

ス
イ
ス

1,
30
5

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
と
同
額
｡

－
扶
養
家
族
が
い
る
場
合
､
失
業
保
険
の
支
給
額
が
10
％
増
加
｡

イ
ギ
リ
ス

1,
30
5

第
２
子
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
85
2米
ド
ル
｡

－
－

ア
メ
リ
カ

－
－
(訳
注
：
貧
困
家
庭
一
時
扶
助
(T
A
N
F
)
は
表
４
の
社
会
扶
助
に
算
入
｡)

－
－

(出
典
)

Ib
id
.,
p
p
.1
6-
17
,
T
a
b
le
2.
4.

訳
注
：
一
方
が
働
き
13
歳
未
満
の
子
ど
も
が
1人
い
る
夫
婦
を
想
定
(I

b
id
.,
p
.1
3)
｡

保
育
料
を
補
填
す
る
た
め
の
給
付
(そ
の
他
の
保
育
料
負
担
の
軽
減
措
置
)

家
庭
で
の
保
育
に
対
す
る
給
付
(｢
非
就
労
(又
は
パ
ー
ト
就
労
)｣
を
条
件
と
す
る
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

資
産
調
査
を
伴
う
給
付
：
子
ど
も
１
人
当
た
り
週
90
米
ド
ル
ま
で
｡
税
金
の
払
い
戻
し
：
子
ど
も
２
人
で
週
49
米
ド
ル

ま
で
｡

少
な
く
と
も
子
ど
も
が
１
人
い
れ
ば
､
失
業
扶
助
の
額
に
反
映
(２
週
に
つ
き
46
米
ド
ル
ま
で
な

ら
就
労
可
)｡

オ
ー
ス
ト
リ
ア

－
－

ベ
ル
ギ
ー

所
得
控
除
：
３
歳
未
満
の
子
ど
も
に
つ
き
､
認
可
施
設
で
の
保
育
料
が
１
日
12
米
ド
ル
ま
で
で
あ
れ
ば
､
80
％
(３
歳

以
降
は
学
校
が
無
料
)｡

－

カ
ナ
ダ

連
邦
の
所
得
控
除
：
子
ど
も
１
人
当
た
り
5,
97
9米
ド
ル
ま
で
の
保
育
料
(た
だ
し
､
配
偶
者
の
最
低
稼
得
賃
金
の
2/
3

ま
で
)｡
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
場
合
：
社
会
扶
助
の
受
給
家
族
に
子
ど
も
１
人
当
た
り
月
33
3米
ド
ル
｡
就
労
家
族
に
子
ど

も
１
人
当
た
り
最
高
で
年
87
1米
ド
ル
､
た
だ
し
､
子
ど
も
２
人
で
4,
27
0米
ド
ル
を
超
え
る
所
得
の
42
％
ま
で
｡

－

チ
ェ
コ

－
4歳
ま
で
の
子
ど
も
が
少
な
く
と
も
１
人
い
れ
ば
､
社
会
扶
助
の
支
給
額
が
1.
1倍
(非
就
労
の
場
合
)｡

デ
ン
マ
ー
ク

稼
得
賃
金
が
一
定
額
(平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
賃
金
の
80
％
)
未
満
の
場
合
に
は
実
費
分
｡

－

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

保
育
料
の
負
担
は
､
現
在
の
所
得
に
よ
る
｡

－

フ
ラ
ン
ス

家
庭
で
６
歳
未
満
の
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
た
め
に
他
人
を
雇
用
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
社
会
保
険
料
の
一
部
を
､

家
族
手
当
金
庫
が
代
わ
り
に
支
払
う
｡
減
税
措
置
や
税
額
控
除
も
あ
る
｡

少
な
く
と
も
２
人
の
子
ど
も
が
い
て
､
う
ち
少
な
く
と
も
１
人
が
３
歳
未
満
で
､
少
な
く
と
も
２

年
の
職
歴
が
あ
る
従
前
の
仕
事
を
､
完
全
に
､
又
は
部
分
的
に
辞
め
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
｡
額

は
､
完
全
に
辞
め
た
と
き
は
月
46
2米
ド
ル
｡

ド
イ
ツ

一
般
的
な
給
付
は
な
い
｡
所
得
控
除
が
あ
る
｡

２
歳
ま
で
の
子
ど
も
が
少
な
く
と
も
１
人
い
れ
ば
､
家
族
の
所
得
に
も
よ
る
が
､
月
30
3
米
ド
ル

(週
19
時
間
ま
で
な
ら
就
労
可
)｡

ギ
リ
シ
ャ

－
－

ハ
ン
ガ
リ
ー

－
母
親
の
家
庭
で
の
保
育
を
可
能
に
す
る
給
付
が
あ
る
(そ
れ
以
上
の
情
報
な
し
)｡

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

－
－
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表
８

.
ひ
と
り
親
給
付
(日
本
で
は
児
童
扶
養
手
当
が
こ
れ
に
相
当
す
る
｡
以
下
の
表
で
は
日
本
は
資
産
調
査
な
し
と
な
っ
て
い
る
が
､
所
得
が
一
定
額
以
上
の
と
き
は
受
給
で
き
な
い
｡)

64

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

－
－

イ
タ
リ
ア

資
産
調
査
を
伴
う
現
物
給
付
が
あ
り
(保
育
所
)､
地
方
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
｡

１
歳
ま
で
｡
子
ど
も
１
人
に
つ
き
月
12
5米
ド
ル
(1
99
9年
後
半
か
ら
)｡

日
本

各
家
族
が
所
得
に
応
じ
て
保
育
料
(保
育
所
料
金
)
を
支
払
う
よ
う
に
制
度
設
計
さ
れ
て
い
る
｡

－

韓
国

未
だ
導
入
さ
れ
て
い
な
い
｡

－

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

－
最
高
で
40
6米
ド
ル
(所
得
に
よ
る
)｡
パ
ー
ト
就
労
の
場
合
は
半
額
｡

オ
ラ
ン
ダ

地
方
自
治
体
が
保
育
施
設
に
補
助
金
を
出
し
て
い
る
｡
子
ど
も
１
人
当
た
り
の
料
金
は
､
親
の
手
取
り
所
得
の
合
計
に

よ
る
｡

－

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

子
ど
も
１
人
当
た
り
週
30
時
間
で
､
48
米
ド
ル
ま
で
の
給
付
(所
得
調
査
あ
り
)｡
４
歳
ま
で
｡

－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

保
育
料
は
課
税
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
｡
子
ど
も
１
人
で
2,
63
3米
ド
ル
ま
で
､
２
人
以
上
で
3,
16
0米
ド
ル
ま
で
の
控
除
｡
－

ポ
ー
ラ
ン
ド

－
６
歳
未
満
の
子
ど
も
が
少
な
く
と
も
１
人
い
れ
ば
､
最
高
で
月
14
4米
ド
ル
(ひ
と
り
親
の
場
合
は

月
22
9米
ド
ル
)｡
世
帯
の
所
得
調
査
あ
り
｡
最
長
３
年
ま
で
｡

ポ
ル
ト
ガ
ル

－
－

ス
ロ
バ
キ
ア

－
３
歳
ま
で
の
子
ど
も
が
少
な
く
と
も
１
人
い
れ
ば
､
月
19
7米
ド
ル
｡
世
帯
の
所
得
調
査
あ
り
｡

ス
ペ
イ
ン

－
－

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

国
及
び
地
方
自
治
体
か
ら
手
厚
い
補
助
金
が
出
る
｡
両
親
は
一
部
を
支
払
う
(約
17
％
)｡

－

ス
イ
ス

－
－

イ
ギ
リ
ス

家
族
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
算
定
に
お
い
て
､
世
話
を
し
て
い
る
子
ど
も
１
人
で
週
10
7米
ド
ル
分
､
２
人
以
上
で
週
22
9米
ド

ル
分
を
､
手
取
り
所
得
に
算
入
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
(た
だ
し
､
保
育
料
の
70
％
ま
で
)｡

－

ア
メ
リ
カ

連
邦
保
育
発
達
基
金
(C
C
D
F
)
が
､
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
(保
育
所
)
に
補
助
金
を
出
し
て
い
る
｡

－

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.1
9,
T
a
b
le
2.
6.

訳
注
：
本
稿
で
は
､
『主
要
各
国
に
お
け
る
公
的
扶
助
制
度
の
比
較
検
証
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
,
20
03
.3
,
p
.7
1
に
な
ら
い
､
M
ea
n
s
te
st
を
資
産
調
査
､
In
co
m
e
te
st
を
所
得
調
査
と
訳
し
て
い
る
｡
上
記

に
よ
れ
ば
前
者
は
所
得
＋
収
入
以
外
の
資
産
に
つ
い
て
の
調
査
､
後
者
は
所
得
の
み
の
調
査
で
あ
る
｡

給
付
の
形
態

額
(年
､
米
ド
ル
)

所
得
調
査

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

非
就
労
の
親
に
対
す
る
給
付
の
中
で
､
ひ
と
り
親
は
額
が
高
い
(年
6,
89
4米
ド
ル
)｡

－
減
額
：
２
週
に
つ
き
､
79
米
ド
ル
＋
子
ど
も
１
人
当
た
り
19
米
ド
ル
を
超
え

る
稼
得
賃
金
の
50
％
を
減
額
｡

オ
ー
ス
ト
リ
ア

－
－

－

ベ
ル
ギ
ー

－
－

－

カ
ナ
ダ

税
額
控
除
：
ひ
と
り
親
を
､
扶
養
配
偶
者
が
い
る
場
合
と
同
様
に
取
り
扱
う
｡
他
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
も
特
別
の
取
り
扱
い
｡

－
－

チ
ェ
コ

社
会
扶
助
で
の
､
子
ど
も
の
た
め
の
追
加
給
付
に
お
い
て
､
ひ
と
り
親
は
５
％
増
加
｡

－
社
会
扶
助
と
同
じ
｡

デ
ン
マ
ー
ク

17
歳
未
満
の
子
ど
も
の
た
め
の
家
族
給
付
の
追
加
｡

1,
54
4

資
産
調
査
な
し
｡

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

家
族
給
付
の
追
加
と
､
生
活
費
支
援
の
た
め
の
追
加
的
一
時
金
｡

3,
26
8

資
産
調
査
な
し
｡

フ
ラ
ン
ス

ひ
と
り
親
の
た
め
の
所
得
水
準
保
障
｡
最
年
少
の
子
ど
も
が
3歳
に
な
る
ま
で
､
又
は
３
歳
以
上
の
場
合
に
は
12
ヵ
月
ま
で

(年
9,
72
0米
ド
ル
)｡

－
減
額
：
手
取
り
所
得
の
10
0％
を
減
額
｡
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表
９

.
就
労
を
条
件
と
す
る
給
付
・
税
額
控
除
(給
付
の
受
給
者
の
自
活
を
促
す
こ
と
を
目
的
に
､
就
労
へ
の
動
機
付
け
と
し
て
支
給
さ
れ
る
｡
同
趣
旨
の
仕
組
み
は
日
本
の
所
得
控
除
に
も
あ
る
(I

b
id

.,
p
.1

4)
｡)

65

ド
イ
ツ

特
別
の
社
会
扶
助
額
(年
15
,1
67
米
ド
ル
)｡

－
社
会
扶
助
と
同
じ
｡

ギ
リ
シ
ャ

－
－

－

ハ
ン
ガ
リ
ー

16
歳
未
満
の
子
ど
も
の
た
め
の
家
族
給
付
の
追
加
｡

16
7

資
産
調
査
な
し
｡

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

家
族
給
付
の
追
加
(所
得
調
査
あ
り
)
＋
特
別
の
追
加
(所
得
調
査
な
し
)｡

1,
45
5＋
51
9

家
族
給
付
の
減
額
：
6,
84
1米
ド
ル
を
超
え
る
所
得
の
９
％
を
減
額
｡

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ひ
と
り
親
本
人
の
額
に
加
え
､
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
に
対
し
別
途
の
額
(年
7,
43
9米
ド
ル
)｡

－
減
額
：
週
21
.1
8米
ド
ル
を
超
え
る
稼
得
賃
金
の
50
％
､
失
業
保
険
基
準
額
の

50
％
及
び
失
業
保
険
で
の
子
ど
も
の
た
め
の
追
加
の
10
0％
を
減
額
｡

イ
タ
リ
ア

な
し
｡
子
ど
も
１
人
当
た
り
の
家
族
給
付
の
額
は
､
実
際
に
は
､
同
数
の
子
ど
も
を
も
つ
結
婚
し
て
い
る
夫
婦
よ
り
､
ひ
と

り
親
の
方
が
低
い
｡

－
－

日
本

ひ
と
り
親
本
人
の
額
＋
子
ど
も
１
人
ご
と
に
追
加
｡

3,
59
5

資
産
調
査
な
し
｡

韓
国

－
－

－

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

所
得
控
除
：
1,
90
7米
ド
ル
｡

－
資
産
調
査
な
し
｡

オ
ラ
ン
ダ

所
得
控
除
：
4,
43
4米
ド
ル
｡
失
業
保
険
と
社
会
扶
助
の
特
別
額
(そ
れ
ぞ
れ
年
20
,9
81
米
ド
ル
､
10
,8
80
米
ド
ル
)｡
最
年
長

の
子
ど
も
が
５
歳
に
な
る
ま
で
､
社
会
扶
助
を
受
給
す
る
際
の
求
職
要
件
な
し
｡

－
失
業
保
険
及
び
社
会
扶
助
と
同
じ
｡

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

失
業
扶
助
の
特
別
額
(年
9,
88
4米
ド
ル
)｡
所
得
調
査
と
就
労
審
査
の
緩
和
｡

－
－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

子
ど
も
が
８
歳
未
満
の
ひ
と
り
親
：
ひ
と
り
親
本
人
の
額
(1
8,
39
3米
ド
ル
)＋
追
加
(年
2,
77
8米
ド
ル
)｡

家
族
給
付
：
ひ
と
り
親
は
実
際
の
子
ど
も
の
数
よ
り
も
１
人
分
多
く
の
給
付
を
受
け
る
｡

－
1,
37
9

ひ
と
り
親
：
賃
金
及
び
2,
47
5米
ド
ル
を
超
え
る
失
業
保
険
の
40
％
を
減
額
｡

家
族
給
付
：
資
産
調
査
な
し
｡

ポ
ー
ラ
ン
ド

－
－

－

ポ
ル
ト
ガ
ル

－
－

－

ス
ロ
バ
キ
ア

－
－

－

ス
ペ
イ
ン

個
人
の
所
得
控
除
：
2,
68
3米
ド
ル
(単
身
者
よ
り
も
高
い
)｡

－
－

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

16
歳
未
満
の
子
ど
も
の
た
め
の
養
育
扶
助
｡

2,
92
6

資
産
調
査
な
し
｡

ス
イ
ス

－
－

－

イ
ギ
リ
ス

ひ
と
り
親
に
は
社
会
扶
助
で
の
特
別
額
(年
10
,3
87
米
ド
ル
)｡

(訳
注
：
社
会
扶
助
で
の
ひ
と
り
親
の
た
め
の
加
算
は
､
19
97
年
に
一
般
的
な
家
族
加
算
に
置
き
換
え
ら
れ
た
｡)

－
週
23
米
ド
ル
ま
で
の
稼
得
賃
金
は
考
慮
に
入
れ
な
い
｡

ア
メ
リ
カ

－
－

－

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.2
2,
T
a
b
le
2.
8.

訳
注
：
４
歳
未
満
の
子
ど
も
が
２
人
い
る
ひ
と
り
親
を
想
定
(I

b
id
.,
p
.2
1)
｡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

カ
ナ
ダ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

イ
ギ
リ
ス

ア
メ
リ
カ

名
称

就
労
手
当

オ
ン
タ
リ
オ
州
の
新
規
就
労

給
付

仕
事
復
帰
手
当
､
家
族
所
得
補
足
､
継
続

児
童
扶
養
手
当
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

促
進
手
当

家
族
税
額
控
除

就
労
家
族
税
額
控
除

稼
得
賃
金
税
額
控
除
(払
戻
型
)

所
掌
部
門

社
会
保
障

州
の
社
会
扶
助

社
会
保
障

税
制

税
制

税
制

受
給
者

無
職
の
ひ
と
り
親
又
は
所
得
援
助
(失
業

扶
助
な
ど
)
の
長
期
受
給
者
(1
2ヵ
月
以

上
)｡
資
格
は
12
ヵ
月
ご
と
に
更
新
｡

社
会
扶
助
の
受
給
者
(資
格

は
12
ヵ
月
ご
と
に
更
新
)

長
期
失
業
者
､
低
賃
金
の
個
人
及
び
家
族

低
賃
金
の
家
族
(被
用
者
)

低
所
得
で
就
労
す
る
親

子
ど
も
の
い
る
就
労
家
族
及
び
低
賃
金

の
個
人
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表
10
.
給
付
の
税
制
上
の
取
り
扱
い
(日
本
で
は
失
業
保
険
な
ど
の
給
付
は
非
課
税
で
､
社
会
保
険
料
も
負
担
し
な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡)

66

支
給
・
控
除
の
最

高
額

77
米
ド
ル

21
6米
ド
ル

上
記
４
手
当
で
全
て
基
準
と
支
給
額
は
異

な
る

家
族
給
付
と
住
宅
給
付
の
支

給
前
に
年
10
,2
88
米
ド
ル
の

最
低
手
取
り
所
得
を
保
証

週
13
8米
ド
ル

子
ど
も
１
人
で
年
2,
31
2
米
ド
ル
､
２

人
以
上
で
3,
81
6
米
ド
ル
､
子
ど
も
な

し
で
34
7米
ド
ル

最
低
稼
得
賃
金

な
し

な
し

な
し

家
族
形
態
に
よ
る

な
し

な
し

段
階
的
な
増
額
率

な
し
(定
額
)

な
し
(定
額
)

な
し
(定
額
)

な
し
(定
額
)

な
し
(定
額
)

上
記
の
子
ど
も
の
数
に
よ
り
､
そ
れ
ぞ

れ
総
所
得
の
34
％
､
40
％
､
7.
65
％

そ
れ
を
超
え
る
と

段
階
的
減
額
が
始

ま
る
稼
得
賃
金

フ
ル
タ
イ
ム
の
雇
用
に
就
い
た
と
き
に
支

払
わ
れ
る
(賃
金
等
の
)
総
額

就
職
・
転
職
し
た
者
又
は
職

業
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加

し
た
者
に
支
払
わ
れ
る
(賃

金
等
の
)
総
額

家
族
所
得
補
足
：
家
族
の
手
取
り
所
得
が

限
界
稼
得
賃
金
(家
族
規
模
に
よ
る
)
と

等
し
く
な
っ
た
と
き
に
停
止
｡
他
の
３
つ

の
手
当
は
所
得
に
影
響
さ
れ
な
い
｡

家
族
給
付
と
住
宅
給
付
以
前

に
年
10
,2
88
米
ド
ル
の
手
取

り
所
得

週
13
8米
ド
ル
の
手
取
り
所
得

そ
れ
ぞ
れ
年
に
12
,4
60
米
ド
ル
､
12
,4
60

米
ド
ル
､
5,
67
0米
ド
ル

減
額
率

－
－

－
10
0％

55
％

そ
れ
ぞ
れ
総
所
得
の
15
.9
8
％
､
21
.0
6

％
､
7.
65
％

最
低
就
労
時
間

フ
ル
タ
イ
ム

制
限
な
し

適
用
さ
れ
る
条
件
に
よ
り
異
な
る

二
人
親
な
ら
週
30
時
間
｡

ひ
と
り
親
な
ら
週
20
時
間
｡

16
時
間
｡
30
時
間
以
上
の
場

合
に
は
追
加
的
措
置
｡

制
限
な
し

家
族
形
態

個
人
ベ
ー
ス
｡
18
歳
未
満
は
39
米
ド
ル
｡

社
会
扶
助
受
給
家
族
の
成
人

家
族
所
得
補
足
及
び
継
続
児
童
扶
養
手
当
：

子
ど
も
の
い
る
家
族
｡
仕
事
復
帰
手
当
：

個
人
ベ
ー
ス
｡
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
促
進

手
当
：
家
族
ベ
ー
ス
｡

子
ど
も
の
い
る
家
族

子
ど
も
の
い
る
家
族

子
ど
も
の
い
る
家
族
及
び
個
人

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.2
0,
T
a
b
le
2.
7.

原
注
：
イ
ギ
リ
ス
の
額
は
､
年
齢
と
子
ど
も
の
数
に
も
よ
る
｡

失
業
保
険

失
業
扶
助

家
族
給
付

ひ
と
り
親
給
付

住
宅
給
付

社
会
扶
助

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
課
税
・
保
険
料
(保
護
)

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

課
税
後
所
得
ベ
ー
ス

課
税
後
所
得
ベ
ー
ス

非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

ベ
ル
ギ
ー

課
税
(保
護
)

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

カ
ナ
ダ

課
税

－
－

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

チ
ェ
コ

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

デ
ン
マ
ー
ク

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

フ
ラ
ン
ス

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

課
税
・
保
険
料
(保
護
)

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ド
イ
ツ

課
税
後
所
得
ベ
ー
ス

課
税
後
所
得
ベ
ー
ス

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ギ
リ
シ
ャ

課
税
(低
率
)､
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

－

ハ
ン
ガ
リ
ー

課
税
､
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

課
税
､
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

課
税
､
保
険
料

課
税
､
保
険
料

課
税
､
保
険
料

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

課
税
(保
護
)

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

イ
タ
リ
ア

課
税

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料
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表
11
.
給
付
を
受
給
中
の
一
時
就
労
と
給
付
と
の
関
係
(失
業
保
険
な
ど
の
給
付
を
受
給
中
に
就
労
に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た
場
合
､
一
定
程
度
ま
で
な
ら
そ
の
所
得
は
無
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
給
付
も
引
き
続
き
受
給
で
き
る
が
､

限
度
を
超
え
る
と
給
付
が
減
額
さ
れ
た
り
停
止
さ
れ
た
り
す
る
｡
日
本
の
生
活
保
護
で
も
給
付
が
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
る
｡)

67

日
本

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

韓
国

非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

課
税
､
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
課
税
(保
護
)､
保
険
料
(低
率
)

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

オ
ラ
ン
ダ

課
税
､
保
険
料

課
税
､
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

課
税
後
所
得
ベ
ー
ス

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
課
税
､
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

課
税
､
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ポ
ー
ラ
ン
ド

課
税

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ポ
ル
ト
ガ
ル

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

－

ス
ロ
バ
キ
ア

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

ス
ペ
イ
ン

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

課
税
(保
護
)

課
税
(保
護
)

－
－

課
税
(保
護
)

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

課
税
､
保
険
料

課
税
､
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ス
イ
ス

課
税
・
保
険
料
(低
率
)

－
課
税

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

イ
ギ
リ
ス

課
税
・
保
険
料
(保
護
)

課
税
､
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

－
非
課
税
､
非
保
険
料

非
課
税
､
非
保
険
料

ア
メ
リ
カ

課
税

－
非
課
税
､
非
保
険
料

－
－

非
課
税
､
非
保
険
料

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.2
5,
T
a
b
le
2.
11
.

原
注
：
表
中
の
｢保
険
料
｣
は
､
社
会
保
険
料
の
負
担
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
｢課
税
後
所
得
ベ
ー
ス
｣
は
､
給
付
自
体
が
課
税
後
所
得
を
算
定
の
基
礎
に
し
て
い
る
(そ
の
た
め
給
付
は
非
課
税
)｡
｢課
税
(保
護
)｣
は
､
ク
レ
ジ
ッ
ト
､
給
付
又

は
ゼ
ロ
税
率
に
よ
り
､
長
期
受
給
者
が
給
付
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
税
を
支
払
わ
な
い
よ
う
に
制
度
設
計
し
て
い
る
｡
｢ひ
と
り
親
給
付
｣
で
は
､
家
族
給
付
へ
の
追
加
又
は
資
産
調
査
な
し
の
特
別
な
給
付
を
行
っ
て
い
る
国
の
み
を
取
り
上
げ
て

い
る
｡

制
度

所
得
調
査

の
単
位

無
視
さ
れ
る
所
得
の
最
高
額

(左
記
を
超
え
た
分
の
)
減
額
率
､
備
考

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

失
業
扶
助

個
人

２
週
で
46
米
ド
ル

10
8米
ド
ル
ま
で
50
％
､
10
8米
ド
ル
を
超
え
る
と
70
％

世
帯

２
週
で
38
9米
ド
ル
(配
偶
者
の
所
得
)

70
％
､
資
産
の
調
査
が
行
わ
れ
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア

失
業
保
険

個
人

月
28
7米
ド
ル

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

世
帯

月
1,
03
2米
ド
ル
(配
偶
者
の
所
得
)

10
0％

ベ
ル
ギ
ー

失
業
扶
助

世
帯

月
42
6米
ド
ル
(配
偶
者
の
所
得
)

10
0％

失
業
保
険

個
人

地
方
の
失
業
対
策
機
関
の
裁
量
に
よ
る

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

カ
ナ
ダ

社
会
扶
助

世
帯

子
ど
も
が
い
れ
ば
年
33
7米
ド
ル
､
そ
の
他
は
年
27
0米
ド
ル

10
0％

失
業
保
険

個
人

週
の
給
付
の
25
％
又
は
週
42
.7
米
ド
ル
(い
ず
れ
か
高
い
方
)

10
0％

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

社
会
扶
助

世
帯

家
族
規
模
に
よ
る

75
％

失
業
保
険

個
人

給
付
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
に
よ
る
所
得
の
合
計
が
､
基
準
稼
得
賃
金
の
90
％
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

50
％

失
業
扶
助

世
帯

夫
婦
は
月
81
7米
ド
ル
､
単
身
者
は
月
60
0米
ド
ル
､
プ
ラ
ス
子
ど
も
１
人
に
つ
き
月
10
2米
ド
ル

50
％

フ
ラ
ン
ス

失
業
保
険

個
人

基
準
稼
得
賃
金
の
70
％
､
18
ヵ
月
間
・
月
13
6時
間
ま
で
の
就
労

基
準
稼
得
賃
金
に
対
す
る
現
在
の
稼
得
賃
金
の
率
に
従
っ
て
減
額
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失
業
扶
助

世
帯

単
身
者
は
月
49
7米
ド
ル
､
夫
婦
は
月
99
4米
ド
ル
､
12
ヵ
月
間

10
0％

社
会
扶
助

世
帯

賃
金
と
社
会
扶
助
の
支
給
額
の
合
計
､
12
ヵ
月
間

最
初
の
３
ヵ
月
は
全
額
支
給
､
残
り
９
ヵ
月
は
50
％
減
額

ド
イ
ツ

失
業
保
険

個
人

週
15
時
間
ま
で
の
就
労

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

失
業
扶
助

世
帯

年
6,
59
5米
ド
ル
(配
偶
者
の
手
取
り
所
得
)

47
％

社
会
扶
助

世
帯

月
13
9米
ド
ル

10
0％

ハ
ン
ガ
リ
ー

失
業
保
険

個
人

最
低
賃
金
(月
11
3米
ド
ル
)
の
50
％

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

失
業
扶
助

個
人

給
付
の
最
高
額
(月
61
米
ド
ル
)
の
50
％

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

失
業
保
険

個
人

連
続
２
日
ま
で
の
就
労

２
日
を
超
え
て
就
労
す
る
と
受
給
資
格
を
失
う

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

失
業
保
険

個
人

１
日
又
は
１
日
の
一
部
の
就
労

就
労
し
た
日
に
関
し
て
は
給
付
な
し

失
業
保
険

失
業
扶
助

世
帯

週
82
.8
米
ド
ル

週
83
～
14
5米
ド
ル
の
間
は
10
0％
､
稼
得
賃
金
が
週
14
5米
ド
ル
を
超
え
る
と
給
付

は
一
時
停
止

失
業
扶
助

個
人

週
３
日
ま
で
の
就
労

失
業
扶
助
の
支
給
額
か
ら
週
平
均
手
取
り
稼
得
賃
金
の
60
％
を
差
し
引
い
た
額
､
資

産
の
調
査
が
行
わ
れ
る

イ
タ
リ
ア

社
会
扶
助

世
帯

就
労
に
よ
る
所
得
の
25
％

10
0％

日
本

社
会
扶
助

世
帯

月
53
米
ド
ル
(8
,3
40
円
)

10
0％
､
左
記
の
額
は
総
稼
得
賃
金
月
額
に
よ
り
異
な
る

韓
国

失
業
保
険

個
人

失
業
保
険
の
支
給
額
の
60
％
､
月
80
時
間
ま
で
の
就
労

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

失
業
保
険

世
帯

社
会
的
な
最
低
賃
金
の
25
0％
(配
偶
者
の
所
得
)

50
％

社
会
扶
助

世
帯

総
稼
得
賃
金
に
お
け
る
基
準
支
給
額
の
20
％

10
0％

オ
ラ
ン
ダ

失
業
保
険

個
人

５
時
間
未
満
の
就
労

30
％

失
業
扶
助

個
人

５
時
間
以
上
の
就
労

就
労
時
間
数
に
比
例
し
て
減
額

社
会
扶
助

世
帯

単
身
者
は
4,
95
4米
ド
ル
(資
産
)､
夫
婦
は
9,
90
8米
ド
ル
(資
産
)

10
0％

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

失
業
扶
助

個
人

週
54
.5
米
ド
ル

70
％

ポ
ー
ラ
ン
ド

失
業
保
険

個
人

月
17
,7
43
米
ド
ル
(最
低
賃
金
の
半
分
)

10
0％

ポ
ル
ト
ガ
ル

失
業
保
険

個
人

い
く
つ
か
の
要
件
を
み
た
す
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
の
就
労

10
0％

イ
ギ
リ
ス

失
業
保
険

失
業
扶
助

社
会
扶
助

世
帯

単
身
者
は
週
7.
6米
ド
ル
､
夫
婦
は
週
15
.2
米
ド
ル
､
特
別
の
場
合
に
は
週
22
.8
米
ド
ル

10
0％
､
12
,2
27
米
ド
ル
を
超
え
る
貯
蓄
の
あ
る
者
は
失
業
扶
助
と
社
会
扶
助
の
資

格
を
有
し
な
い

ア
メ
リ
カ

食
料
ス
タ
ン
プ

世
帯

週
20
時
間
ま
で
の
就
労
､
月
1,
78
2米
ド
ル
ま
で
の
総
所
得
､
月
1,
37
1米
ド
ル
ま
で
の
手
取
り
所
得

左
記
を
超
え
れ
ば
給
付
は
停
止

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.2
6,
T
a
b
le
2.
12
.

原
注
：
無
視
さ
れ
る
所
得
の
最
高
額
は
､
総
稼
得
賃
金
､
総
稼
得
賃
金
＋
総
給
付
又
は
手
取
り
所
得
を
基
礎
に
算
定
さ
れ
る
｡
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
12
.
若
年
失
業
者
の
た
め
の
給
付
(若
年
者
は
失
業
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
期
間
が
短
く
､
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
､
保
険
料
未
納
に
よ
り
失
業
保
険
を
受
給
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
､
特
別
の

給
付
を
用
意
し
て
い
る
国
が
あ
る
｡
日
本
に
は
な
い
｡)

69

制
度

支
給
額

(月
､
米
ド
ル
)

期
間

(月
)

備
考

長
期
失
業
者
の

社
会
扶
助
の
受
給

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

失
業
扶
助
(青
少
年
手
当
)＋
住
宅
給
付

44
7＋
12
7

制
限
な
し

親
と
同
居
の
18
～
20
歳
に
は
29
4米
ド
ル
支
給
｡

－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

－
－

－
25
歳
未
満
は
､
26
週
の
み
の
雇
用
記
録
で
失
業
保
険
の
受
給
資
格
を
取
得
(通
常
は
１
年
)｡

た
だ
し
､
期
間
は
10
ヵ
月
か
ら
８
ヵ
月
に
短
縮
｡

可

ベ
ル
ギ
ー

失
業
保
険
(待
機
手
当
)

34
9

8
給
付
は
年
齢
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
異
な
る
｡

可

カ
ナ
ダ

－
－

－
－

可

チ
ェ
コ

失
業
保
険
＋
住
宅
給
付

25
2＋
36

6
－

可

デ
ン
マ
ー
ク

失
業
保
険
(新
人
手
当
)＋
住
宅
給
付

97
3＋
66

60
－

可

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

失
業
扶
助
(労
働
市
場
補
助
)＋
住
宅
給
付

25
3＋
25
4

制
限
な
し

親
と
同
居
の
17
歳
以
上
に
は
失
業
保
険
の
基
礎
額
の
60
％
を
支
給
｡

可

フ
ラ
ン
ス

－
－

－
－

不
可

ド
イ
ツ

住
宅
給
付
の
み

26
9

－
－

可

ギ
リ
シ
ャ

失
業
保
険

10
4

5
－

－

ハ
ン
ガ
リ
ー

住
宅
給
付
の
み

10
－

－
可

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

住
宅
給
付
の
み

10
9

－
－

可

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

失
業
扶
助

44
0

制
限
な
し

－
可

イ
タ
リ
ア

－
－

－
－

不
可

日
本

－
－

－
－

可

韓
国

－
－

－
－

可

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

失
業
保
険

79
6

12
左
記
は
最
低
賃
金
の
70
％
､
18
歳
未
満
は
40
％
､
６
ヵ
月
の
待
機
期
間
後
｡

不
可

オ
ラ
ン
ダ

住
宅
給
付
の
み

25
7

－
－

可

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

失
業
扶
助
＋
住
宅
給
付

42
8＋
19
2

制
限
な
し

失
業
扶
助
は
主
に
18
歳
以
上
を
対
象
｡
対
象
と
な
ら
な
い
16
～
17
歳
に
は
青
少
年
自
立
手
当
を
支
給
(月
39
5

米
ド
ル
)｡

－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

－
－

－
－

可

ポ
ー
ラ
ン
ド

失
業
保
険
＋
住
宅
給
付

21
4＋
65

12
左
記
は
失
業
保
険
の
基
礎
額
の
60
％
｡
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
学
校
中
退
者
・
卒
業
者
又
は
失
業
率
が
高

い
地
方
の
若
年
失
業
者
｡

可

ポ
ル
ト
ガ
ル

－
－

－
－

－

ス
ロ
バ
キ
ア

失
業
保
険

27
2

6
－

可

ス
ペ
イ
ン

－
－

－
－

可

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

失
業
扶
助

53
2

10
20
歳
か
ら
受
給
可
能
｡

可

ス
イ
ス

－
－

－
－

可

イ
ギ
リ
ス

失
業
扶
助
＋
住
宅
給
付

26
9＋
45
2

制
限
な
し

職
業
訓
練
へ
の
参
加
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

可

ア
メ
リ
カ

－
－

－
－

可

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.2
7,
T
a
b
le
2.
13
.

訳
注
：
以
下
を
想
定
｡
20
歳
の
失
業
者
､
単
身
(扶
養
家
族
な
し
､
一
人
暮
ら
し
)､
雇
用
記
録
な
し
｡
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表
13
.
受
給
開
始
月
の
手
取
り
所
得
代
替
率
(手
取
り
所
得
代
替
率
(N

et
R

ep
la

ce
m

en
t

R
a
te

,
N

R
R
)
と
は
､
就
業
時
の
手
取
り
所
得
に
対
す
る
失
業
時
の
手
取
り
所
得
の
割
合
を
い
う
(単
位
：
％
)｡
す
な
わ
ち
､
就
業

時
に
比
べ
て
ど
の
程
度
の
所
得
が
政
府
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
次
の
式
で
表
さ
れ
る
｡

N
R

R
＝
(失
業
時
の
世
帯
へ
の
給
付
に
よ
る
所
得
－
給
付
に
よ
る
所

得
へ
の
課
税
)／
(稼
得
賃
金
＋
就
業
時
の
世
帯
へ
の
給
付
に
よ
る
所
得
－
両
所
得
へ
の
課
税
)｡
あ
る
い
は
､

N
N

R
＝
{(
失
業
保
険
・
失
業
扶
助
＋
家
族
給
付
＋
住
宅
給
付
－
所
得
税
)

＋
社
会
扶
助
}／
{(
総
稼
得
賃
金
＋
家
族
給
付
＋
住
宅
給
付
－
所
得
税
)＋
社
会
扶
助
}
(I

b
id

.,
p
.5

9)
｡)

70

従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合

従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
66
.7
%
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合

単
身
者

夫
婦

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

単
身
者

夫
婦

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

33
29

62
47

45
39

77
59

オ
ー
ス
ト
リ
ア

60
62

76
73

61
64

82
78

ベ
ル
ギ
ー

64
61

64
65

85
80

79
81

カ
ナ
ダ

62
64

91
91

62
64

97
97

チ
ェ
コ

49
67

70
71

66
69

70
72

デ
ン
マ
ー
ク

63
63

73
78

89
89

95
96

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

65
71

83
87

79
83

88
92

フ
ラ
ン
ス

71
68

72
72

78
76

82
83

ド
イ
ツ

60
56

70
71

67
65

75
76

ギ
リ
シ
ャ

47
47

44
47

48
48

46
50

ハ
ン
ガ
リ
ー

48
48

60
61

65
65

75
76

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

55
50

66
68

74
66

79
85

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

31
44

57
52

42
59

67
59

イ
タ
リ
ア

42
44

53
50

39
40

49
47

日
本

67
65

64
70

82
79

77
82

韓
国

55
55

54
55

54
54

54
54

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

82
82

87
87

82
80

88
88

オ
ラ
ン
ダ

82
89

89
81

88
84

85
80

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

39
53

68
64

57
79

87
79

ノ
ル
ウ
ェ
ー

66
67

74
83

65
67

82
90

ポ
ー
ラ
ン
ド

36
43

46
47

53
62

58
67

ポ
ル
ト
ガ
ル

79
78

79
80

88
86

87
87

ス
ロ
バ
キ
ア

79
77

78
80

77
75

77
79

ス
ペ
イ
ン

74
74

73
76

76
72

76
77

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

71
71

78
85

82
82

90
93

ス
イ
ス

81
80

91
92

91
90

92
92

イ
ギ
リ
ス

46
46

49
49

66
64

54
55

ア
メ
リ
カ

58
60

57
58

59
59

49
49

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
3,
T
a
b
le
3.
2.

訳
注
：
以
下
を
想
定
｡
40
歳
の
失
業
者
､
22
年
連
続
し
た
雇
用
記
録
あ
り
､
子
ど
も
は
６
歳
と
４
歳
､
社
会
扶
助
は
支
給
さ
れ
な
い
(一
定
以
上
の
資
産
が
あ
る
た
め
)｡
給
付
は
主
要
な
失
業
給
付
(失
業
保
険
又
は
失
業
扶
助
)
で
計
算
｡
保
育
給
付

(表
７
)
は
計
算
に
含
め
て
い
な
い
｡
以
上
､
表
14
,
15
で
も
同
じ
｡
(I

b
id
.,
p
.3
4.
)
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
14
.
受
給
開
始
月
の
手
取
り
所
得
の
構
成
(単
身
者
の
場
合
)

71

所
得
の
構
成
(％
)

手
取
り
所
得

失
業
保
険

失
業
扶
助

家
族
給
付

住
宅
給
付

所
得
税

失
業
時

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
81

0
19

0
10
0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

10
0

0
0

－
0

10
0

ベ
ル
ギ
ー

10
0

－
0

－
0

10
0

カ
ナ
ダ

12
0

－
0

0
－
20

10
0

チ
ェ
コ

98
－

0
2

0
10
0

デ
ン
マ
ー
ク

15
0

－
0

1
－
51

10
0

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

11
7

0
0

9
－
26

10
0

フ
ラ
ン
ス

11
3

0
0

0
－
13

10
0

ド
イ
ツ

99
0

0
1

0
10
0

ギ
リ
シ
ャ

10
4

0
0

－
－
4

10
0

ハ
ン
ガ
リ
ー

13
4

0
0

5
－
39

10
0

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

90
－

0
13

－
3

10
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

10
0

0
0

0
0

10
0

イ
タ
リ
ア

10
1

－
6

0
－
7

10
0

日
本

10
0

－
0

0
0

10
0

韓
国

10
0

－
－

－
0

10
0

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

12
9

－
0

0
－
29

10
0

オ
ラ
ン
ダ

13
2

0
0

6
－
38

10
0

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
81

0
31

－
12

10
0

ノ
ル
ウ
ェ
ー

13
4

－
0

0
－
34

10
0

ポ
ー
ラ
ン
ド

94
－

0
8

－
2

10
0

ポ
ル
ト
ガ
ル

10
0

0
0

－
0

10
0

ス
ロ
バ
キ
ア

10
0

－
0

－
0

10
0

ス
ペ
イ
ン

11
2

0
0

－
－
12

10
0

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

14
7

0
0

0
－
47

10
0

ス
イ
ス

11
1

－
0

0
－
11

10
0

イ
ギ
リ
ス

43
0

0
57

0
10
0

ア
メ
リ
カ

11
6

－
0

－
－
16

10
0

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
4,
T
a
b
le
3.
3.

訳
注
：
従
前
の
稼
得
賃
金
は
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
と
想
定
(I

b
id
.,
p
.3
4)
｡
表
15
で
も
同
じ
｡
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表
15
.
受
給
開
始
月
の
手
取
り
所
得
の
構
成
(一
方
が
働
き
子
ど
も
が
２
人
い
る
夫
婦
の
場
合
)

72

所
得
の
構
成
(％
)

手
取
り
所
得

失
業
保
険

失
業
扶
助

家
族
給
付

住
宅
給
付

所
得
税

失
業
時

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
60

32
8

0
10
0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

74
0

26
－

0
10
0

ベ
ル
ギ
ー

81
－

19
－

0
10
0

カ
ナ
ダ

10
3

－
10

0
－
13

10
0

チ
ェ
コ

77
－

12
11

0
10
0

デ
ン
マ
ー
ク

10
2

－
15

9
－
26

10
0

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

89
0

15
17

－
21

10
0

フ
ラ
ン
ス

81
0

9
17

－
7

10
0

ド
イ
ツ

72
0

17
11

0
10
0

ギ
リ
シ
ャ

99
0

6
－

－
5

10
0

ハ
ン
ガ
リ
ー

83
－

28
3

－
14

10
0

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

59
－

28
13

0
10
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

90
0

10
0

0
10
0

イ
タ
リ
ア

67
－

33
－

0
10
0

日
本

10
0

－
0

0
0

10
0

韓
国

10
0

－
－

－
0

10
0

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

96
－

16
0

－
12

10
0

オ
ラ
ン
ダ

97
0

8
16

－
21

10
0

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
82

19
11

－
12

10
0

ノ
ル
ウ
ェ
ー

10
3

－
15

－
－
18

10
0

ポ
ー
ラ
ン
ド

67
－

12
21

0
10
0

ポ
ル
ト
ガ
ル

90
0

10
－

0
10
0

ス
ロ
バ
キ
ア

83
－

17
－

0
10
0

ス
ペ
イ
ン

10
5

0
0

－
－
5

10
0

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

11
9

0
14

5
－
38

10
0

ス
イ
ス

95
－

10
0

－
5

10
0

イ
ギ
リ
ス

36
0

17
47

0
10
0

ア
メ
リ
カ

10
3

－
0

－
－
3

10
0

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
5,
T
a
b
le
3.
4.
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
16

.
長
期
受
給
者
の
手
取
り
所
得
代
替
率
(単
位
：
％
)

73

算
定
の
基
礎

と
な
る
給
付

従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合

従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
66
.7
％
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合

単
身
者

夫
婦

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

単
身
者

夫
婦

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

失
業
扶
助

33
29

62
47

45
39

77
59

オ
ー
ス
ト
リ
ア

失
業
扶
助

55
57

72
69

58
59

78
74

ベ
ル
ギ
ー

失
業
保
険

45
57

68
69

60
80

84
86

カ
ナ
ダ

社
会
扶
助

24
41

62
60

35
57

81
80

チ
ェ
コ

社
会
扶
助

37
60

80
74

54
84

10
0

96

デ
ン
マ
ー
ク

社
会
扶
助

60
69

80
79

85
96

10
2

97

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

社
会
扶
助

53
71

89
62

73
92

10
0

69

フ
ラ
ン
ス

失
業
扶
助

30
28

42
43

43
41

59
60

ド
イ
ツ

失
業
扶
助

54
52

65
63

63
61

71
71

ギ
リ
シ
ャ

失
業
扶
助

8
8

10
11

8
8

11
12

ハ
ン
ガ
リ
ー

社
会
扶
助

28
28

38
40

28
28

39
41

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

社
会
扶
助

50
74

87
65

68
97

10
4

80

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

社
会
扶
助

31
43

56
56

41
59

66
64

イ
タ
リ
ア

家
族
給
付

0
4

18
14

0
5

21
17

日
本

社
会
扶
助

33
47

68
61

49
69

87
84

韓
国

社
会
扶
助

6
11

18
16

9
16

27
23

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

社
会
扶
助

50
67

75
59

70
92

93
82

オ
ラ
ン
ダ

社
会
扶
助

60
69

71
61

74
83

85
76

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

失
業
扶
助

39
53

68
64

57
79

87
79

ノ
ル
ウ
ェ
ー

社
会
扶
助

43
52

62
58

53
73

83
69

ポ
ー
ラ
ン
ド

社
会
扶
助

33
50

74
56

48
72

93
81

ポ
ル
ト
ガ
ル

失
業
扶
助

49
60

63
64

70
86

87
87

ス
ロ
バ
キ
ア

社
会
扶
助

38
62

80
60

54
90

10
0

10
0

ス
ペ
イ
ン

社
会
扶
助

23
28

39
37

32
40

57
51

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

社
会
扶
助

54
71

85
59

79
10
2

11
0

70

ス
イ
ス

社
会
扶
助

54
68

75
69

78
99

10
0

96

イ
ギ
リ
ス

社
会
扶
助

46
57

80
71

66
80

88
81

ア
メ
リ
カ

社
会
扶
助

7
12

46
38

10
17

59
48

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
6,
ta
b
le
3.
5.

原
注
：
ベ
ル
ギ
ー
で
は
長
期
失
業
者
に
も
失
業
保
険
を
減
額
し
て
適
用
｡
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
24
ヵ
月
の
失
業
保
険
受
給
後
､
失
業
扶
助
も
24
ヵ
月
ま
で
｡
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
住
宅
給
付
は
受
給
者
が
ご
く
少
な
い
た
め
算
入
せ
ず
｡
イ
タ
リ
ア
で
は
社
会

扶
助
は
試
行
的
性
格
の
た
め
算
入
せ
ず
｡
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
就
労
者
に
は
社
会
扶
助
の
適
用
な
し
｡

訳
注
：
以
下
を
想
定
｡
40
歳
の
失
業
者
､
22
年
連
続
し
た
雇
用
記
録
あ
り
､
子
ど
も
６
歳
と
４
歳
､
60
ヵ
月
前
に
給
付
を
申
請
､
表
13
と
異
な
り
社
会
扶
助
は
支
給
さ
れ
る
(資
産
な
し
の
た
め
)｡
保
育
給
付
(表
７
)
は
計
算
に
含
め
て
い
な
い
｡
以

上
､
表
17
,
18
で
も
同
じ
｡
(I

b
id
.,
p
p
.3
4-
35
.)
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表
17

.
長
期
受
給
者
の
手
取
り
所
得
の
構
成
(単
身
者
の
場
合
)

74

所
得
の
構
成
(％
)

手
取
り
所
得

失
業
保
険

失
業
扶
助

社
会
扶
助

家
族
給
付

住
宅
給
付

所
得
税

失
業
時

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
81

－
0

19
0

10
0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

0
10
0

0
0

－
0

10
0

ベ
ル
ギ
ー

10
0

－
0

0
－

0
10
0

カ
ナ
ダ

0
－

10
0

0
0

0
10
0

チ
ェ
コ

0
－

88
0

12
0

10
0

デ
ン
マ
ー
ク

0
－

92
0

31
－
23

10
0

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

0
0

64
0

36
0

10
0

フ
ラ
ン
ス

0
10
0

0
0

0
0

10
0

ド
イ
ツ

0
97

0
0

3
0

10
0

ギ
リ
シ
ャ

0
10
0

0
0

0
0

10
0

ハ
ン
ガ
リ
ー

0
0

92
0

8
0

10
0

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

0
－

86
0

15
－
1

10
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

0
0

10
0

0
0

0
10
0

イ
タ
リ
ア

0
－

－
0

－
0

0

日
本

0
－

10
0

0
0

0
10
0

韓
国

0
－

10
0

－
－

0
10
0

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

0
－

93
0

14
－
7

10
0

オ
ラ
ン
ダ

0
0

73
0

27
0

10
0

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
81

－
0

31
－
12

10
0

ノ
ル
ウ
ェ
ー

0
－

71
0

29
0

10
0

ポ
ー
ラ
ン
ド

0
－

69
0

31
0

10
0

ポ
ル
ト
ガ
ル

0
10
0

0
0

－
0

10
0

ス
ロ
バ
キ
ア

0
－

10
0

0
－

0
10
0

ス
ペ
イ
ン

0
0

10
0

0
－

0
10
0

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

0
0

10
0

0
0

0
10
0

ス
イ
ス

0
－

53
0

47
0

10
0

イ
ギ
リ
ス

0
0

43
0

57
0

10
0

ア
メ
リ
カ

0
－

10
0

0
－

0
10
0

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
7,
T
a
b
le
3.
6.

原
注
：
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
住
宅
給
付
は
受
給
者
が
ご
く
少
な
い
た
め
算
入
せ
ず
｡
イ
タ
リ
ア
で
は
社
会
扶
助
は
試
行
的
性
格
の
た
め
算
入
せ
ず
｡
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
24
ヵ
月
の
失
業
保
険
受
給
後
､
失
業
扶
助
も
24
ヵ
月
ま
で
｡

訳
注
：
従
前
の
稼
得
賃
金
は
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
と
想
定
(I

b
id
.,
p
p
.3
4-
35
)｡
表
18
で
も
同
じ
｡
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
18
.
長
期
受
給
者
の
手
取
り
所
得
の
構
成
(一
方
が
働
き
子
ど
も
が
２
人
い
る
夫
婦
の
場
合
)

75

所
得
の
構
成
(％
)

手
取
り
所
得

失
業
保
険

失
業
扶
助

社
会
扶
助

家
族
給
付

住
宅
給
付

所
得
税

失
業
時

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

－
60

－
32

8
0

10
0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

0
72

0
28

－
0

10
0

ベ
ル
ギ
ー

76
－

0
24

－
0

10
0

カ
ナ
ダ

0
－

75
25

0
0

10
0

チ
ェ
コ

0
－

82
10

8
0

10
0

デ
ン
マ
ー
ク

0
－

92
13

15
－
20

10
0

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

0
0

62
14

24
0

10
0

フ
ラ
ン
ス

0
52

0
15

33
0

10
0

ド
イ
ツ

0
66

0
19

15
0

10
0

ギ
リ
シ
ャ

－
73

0
27

0
0

10
0

ハ
ン
ガ
リ
ー

0
0

51
44

5
0

10
0

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

0
－

65
25

10
0

10
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

0
0

90
10

0
0

10
0

イ
タ
リ
ア

0
－

－
10
0

－
0

10
0

日
本

0
－

10
0

0
0

0
10
0

韓
国

0
－

10
0

－
－

0
10
0

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

0
－

70
24

9
－
3

10
0

オ
ラ
ン
ダ

0
0

71
9

20
0

10
0

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

－
82

－
19

11
－
12

10
0

ノ
ル
ウ
ェ
ー

0
－

79
18

3
0

10
0

ポ
ー
ラ
ン
ド

0
－

80
8

12
0

10
0

ポ
ル
ト
ガ
ル

0
87

0
13

－
0

10
0

ス
ロ
バ
キ
ア

0
－

10
0

0
－

0
10
0

ス
ペ
イ
ン

0
0

92
8

－
0

10
0

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

0
0

69
13

18
0

10
0

ス
イ
ス

0
－

71
0

29
0

10
0

イ
ギ
リ
ス

0
0

61
10

29
0

10
0

ア
メ
リ
カ

0
－

43
57

－
0

10
0

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
8,
T
a
b
le
3.
7.

原
注
：
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
住
宅
給
付
は
受
給
者
が
ご
く
少
な
い
た
め
算
入
せ
ず
｡
イ
タ
リ
ア
で
は
社
会
扶
助
は
試
行
的
性
格
の
た
め
算
入
せ
ず
｡
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
24
ヵ
月
の
失
業
保
険
受
給
後
､
失
業
扶
助
も
24
ヵ
月
ま
で
｡
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表
19
.
若
年
失
業
者
(単
身
者
)
の
手
取
り
所
得
代
替
率
(単
位
：
％
)

76

従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合

従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
66
.7
％
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合

初
期
(失
業
保
険
・
失
業
扶
助
)

長
期
(社
会
扶
助
)

初
期
(失
業
保
険
・
失
業
扶
助
)

長
期
(社
会
扶
助
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

30
－

39
－

オ
ー
ス
ト
リ
ア

0
30

0
41

ベ
ル
ギ
ー

25
39

33
51

カ
ナ
ダ

0
24

0
35

チ
ェ
コ

37
37

54
54

デ
ン
マ
ー
ク

49
60

69
85

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

36
53

50
73

フ
ラ
ン
ス

0
0

0
0

ド
イ
ツ

20
38

26
52

ギ
リ
シ
ャ

11
0

16
0

ハ
ン
ガ
リ
ー

2
28

3
28

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

8
50

10
68

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

31
31

42
41

イ
タ
リ
ア

0
0

0
0

日
本

0
33

0
49

韓
国

0
6

0
9

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

40
0

55
0

オ
ラ
ン
ダ

16
27

20
33

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

34
－

50
－

ノ
ル
ウ
ェ
ー

0
43

0
53

ポ
ー
ラ
ン
ド

31
33

45
48

ポ
ル
ト
ガ
ル

0
0

0
0

ス
ロ
バ
キ
ア

44
38

64
55

ス
ペ
イ
ン

0
23

0
32

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

30
54

44
79

ス
イ
ス

0
54

0
78

イ
ギ
リ
ス

42
42

60
60

ア
メ
リ
カ

0
7

0
10

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.3
9,
T
a
b
le
3.
8.

原
注
：
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
長
期
失
業
者
に
も
失
業
扶
助
を
適
用
｡
ド
イ
ツ
､
ハ
ン
ガ
リ
ー
､
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
オ
ラ
ン
ダ
で
は
､
若
年
失
業
者
に
は
失
業
保
険
､
失
業
扶
助
と
も
適
用
さ
れ
な
い
が
､
住
宅
給
付
は
可
｡
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
住
宅

給
付
は
受
給
者
が
ご
く
少
な
い
た
め
算
入
せ
ず
｡

訳
注
：
以
下
を
想
定
｡
20
歳
の
失
業
者
､
単
身
(扶
養
家
族
な
し
､
一
人
暮
ら
し
)､
雇
用
記
録
な
し
｡
住
宅
給
付
は
計
算
に
含
め
て
い
る
｡
(I

b
id
.,
p
.3
5.
)
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OECD諸国における失業時の生活保障関連 ｢給付｣ 一覧

表
20
.
60
ヵ
月
以
上
失
業
時
の
手
取
り
所
得
代
替
率
の
平
均
値
(単
位
：
％
)

77

単
身
者

夫
婦

夫
婦
と
子
ど
も
２
人

ひ
と
り
親
と
子
ど
も
２
人

総
平
均

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

39
34

69
53

49

オ
ー
ス
ト
リ
ア

57
59

75
72

66

ベ
ル
ギ
ー

57
71

75
77

70

カ
ナ
ダ

35
51

56
74

54

チ
ェ
コ

46
71

88
83

72

デ
ン
マ
ー
ク

76
76

84
87

81

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

61
66

72
77

69

フ
ラ
ン
ス

47
45

58
59

52

ド
イ
ツ

60
57

69
68

63

ギ
リ
シ
ャ

16
16

17
19

17

ハ
ン
ガ
リ
ー

36
37

47
48

42

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

65
58

73
76

68

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

36
52

62
72

55

イ
タ
リ
ア

4
8

22
18

13

日
本

45
60

77
73

64

韓
国

12
18

26
23

20

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

64
80

85
74

76

オ
ラ
ン
ダ

73
80

82
70

76

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

48
66

78
72

66

ノ
ル
ウ
ェ
ー

58
65

76
77

69

ポ
ー
ラ
ン
ド

41
59

74
65

60

ポ
ル
ト
ガ
ル

57
62

65
65

62

ス
ロ
バ
キ
ア

49
75

87
79

73

ス
ペ
イ
ン

44
46

55
53

50

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

69
84

95
70

79

ス
イ
ス

74
84

89
86

83

イ
ギ
リ
ス

56
67

81
74

69

ア
メ
リ
カ

13
19

53
44

32

平
均

48
56

67
65

59

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.4
0,
T
a
b
le
3.
10
.

原
注
：
従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合
と
､
そ
の
66
.7
％
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合
の
平
均
値
を
と
っ
て
い
る
｡
イ
タ
リ
ア
で
は
社
会
扶
助
は
試
行
的
性
格
の
た
め
算
入
せ
ず
､
長
期
の
手
取
り
所
得
代
替
率
は
家
族
給

付
に
基
づ
く
｡

訳
注
：
以
下
を
想
定
｡
40
歳
の
失
業
者
､
22
年
連
続
し
た
雇
用
記
録
あ
り
､
子
ど
も
は
６
歳
と
４
歳
､
配
偶
者
は
働
い
て
お
ら
ず
､
失
業
保
険
・
失
業
扶
助
も
受
け
取
っ
て
い
な
い
｡
住
宅
費
は
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
総
稼
得
賃
金
の
20
％
｡
保
育
給

付
(表
７
)
は
計
算
に
含
め
て
い
な
い
｡
(I

b
id
.,
p
.3
7.
)
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表
21
.
失
業
５
年
目
ま
で
の
総
所
得
代
替
率
(こ
こ
で
は
手
取
り
所
得
代
替
率
で
は
な
く
､
総
所
得
代
替
率
を
用
い
て
い
る
(単
位
：
％
)｡
総
所
得
代
替
率
(G

ro
ss

R
ep

la
ce

m
en

t
R

a
te

,
G

R
R
)
は
､
課
税
前
ベ
ー
ス
の
所

得
代
替
率
で
あ
る
｡
本
表
で
は
子
ど
も
は
い
な
い
も
の
と
し
､
表

13
の
手
取
り
所
得
代
替
率
の
式
に
､
稼
得
賃
金
・
給
付
に
よ
る
所
得
へ
の
課
税
､
家
族
給
付
､
住
宅
給
付
を
含
め
ず

に
計
算
し
て
い
る
｡
ま
た
､
社
会
扶
助
は
､
全
国
的
な
水
準
に
よ
る
一
般
的
な
所
得
保
障
と
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
､
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
計
算
に
含
め
て
い
な
い
(I

b
id

.,
p
.4

1,
43
)｡
日
本
で
も
､
失
業
者
が
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
多
く
な
い
｡)

78

１
年
目

２
･３
年
目

４
･５
年
目

総
平
均

単
身
者

扶
養
配
偶
者
あ
り

共
働
き

単
身
者

扶
養
配
偶
者
あ
り

共
働
き

単
身
者

扶
養
配
偶
者
あ
り

共
働
き

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

27
24

24
27

24
24

27
24

24
25

オ
ー
ス
ト
リ
ア

44
47

34
42

44
0

42
44

0
33

ベ
ル
ギ
ー

47
47

43
33

47
28

33
47

28
39

カ
ナ
ダ

50
52

46
23

39
0

23
39

0
30

チ
ェ
コ

20
23

23
0

0
0

0
0

0
7

デ
ン
マ
ー
ク

66
66

66
66

66
66

66
66

66
66

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

54
54

54
39

39
39

27
27

27
40

フ
ラ
ン
ス

59
59

59
36

36
29

28
28

0
37

ド
イ
ツ

37
37

37
33

33
17

33
33

17
30

ギ
リ
シ
ャ

40
44

40
7

8
7

7
8

7
19

ハ
ン
ガ
リ
ー

50
50

50
23

23
23

0
0

0
24

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

52
52

52
52

52
52

52
52

52
52

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

29
47

29
30

47
4

30
47

0
29

イ
タ
リ
ア

60
60

60
0

0
0

0
0

0
20

日
本

37
37

37
0

0
0

0
0

0
12

韓
国

25
25

25
0

0
0

0
0

0
8

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

80
80

80
0

0
0

0
0

0
27

オ
ラ
ン
ダ

70
71

70
56

65
56

21
30

21
51

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

33
54

3
33

54
3

33
54

3
30

ノ
ル
ウ
ェ
ー

62
62

62
62

62
62

0
0

0
41

ポ
ー
ラ
ン
ド

29
29

29
0

0
0

0
0

0
10

ポ
ル
ト
ガ
ル

65
65

65
58

61
33

25
29

0
45

ス
ロ
バ
キ
ア

40
40

40
0

0
0

0
0

0
13

ス
ペ
イ
ン

63
63

63
33

33
25

0
0

0
31

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

74
74

74
3

3
3

0
0

0
26

ス
イ
ス

74
74

74
38

38
38

0
0

0
37

イ
ギ
リ
ス

19
24

9
19

30
0

19
30

0
17

ア
メ
リ
カ

29
33

25
7

12
0

7
12

0
14

(出
典
)

Ib
id
.,
p
.4
1,
T
a
b
le
3.
11
.

原
注
：
従
前
の
稼
得
賃
金
が
平
均
的
製
造
業
労
働
者
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合
と
､
そ
の
66
.7
％
の
水
準
で
あ
っ
た
場
合
の
平
均
値
を
と
っ
て
い
る
｡
カ
ナ
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
で
社
会
扶
助
を
､
ア
メ
リ
カ
で
食
料
ス
タ
ン
プ
を
含
む
｡
イ
タ
リ
ア
の
数
値
は
移

動
手
当
(リ
ス
ト
ラ
等
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
)
の
も
の
｡
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